
《問合せ先》 
 新潟県 産業振興課 新分野育成係（新潟市中央区新光町４番地１） 
 TEL : 025-280-5718 / FAX : 025-280-5508 / E-mail : ngt050030@pref.niigata.lg.jp 

●補助事業期間 

 新潟県では、県内産業の生産性や付加価値の向上を図るために、AIやIoTを活用したシ
ステム・機器等を導入して実施する、県内中小企業者のモデル的な取組を支援する補助金
の補助事業を公募します。 

 

●補助対象者 

 県内に本社又は事業所、工場を設置している中小企業者 

●補助対象事業 

AIやIoTを活用したシステム・機器等を導入して実施する、県内中小企業者のモデル的
な取組 
 
※単なるシステム・機器等の導入ではなく、AIやIoTの活用により生産性や付加価値の
向上を図るものであり、かつ、他の中小企業者への波及効果が期待できるもの 

●補助率等 

 補 助 率：補助対象経費の1/2以内 
 補助上限額：2,500千円/件 

●応募方法 

県のホームページをご確認いただき、平成30年９月７日(金)までに公募申請書及び添付
書類を提出してください。 
http://www.pref.niigata.lg.jp/sangyoshinko/1356898204826.html  

経費区分 内  容 

機械装置・器

具・システム

等導入費 

専ら本事業のために使用される、機械装置（機械、装置、部品（センサー等）、工

具・器具（測定工具・検査工具、電子計算機等）及び専用ソフトウェアの購入、製

作、改良、据付、運搬に要する経費 

専門家経費 本事業の実施に当たり、外部（専門家等）から技術指導を受ける場合に要する謝金

や旅費 

外注費 本事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することができないもの

又は適当でないもの（機械装置・システム等の開発・設計等）の外注に要する経費 

その他経費 本事業を行うために必要な経費のうち、本事業のために使用されることが特定・確

認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの 

●補助対象経費 

【対象外経費】 
 消費税、振込手数料、インターネット利用料金等の通信費、 
 汎用性があり目的外使用になり得るもの、その他本事業と関係ない経費 

 交付決定の日から平成31年２月28日(木)まで 


